
浪速区在宅連携協議会規約 

 

（名称）  

第１条 この協議会は、浪速区在宅連携協議会（以下「協議会」という。）と称する。  

 

（目的）  

第２条 協議会は、浪速区内の医療・介護機関がそれぞれの患者（利用者）情報を共有することに

より、医療介護連携の促進と地域全体の医療・介護サービスの資質向上を目指すとともに、地域包

括ケアシステムを実現することを目的とする。 

 

（事業）  

第３条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。  

（１）Ａケアカードの管理・運用及び普及に関すること。  

（２）Ａケアカードの利用推進に関すること。 

（３）その他本協議会の目的にあった事業に関すること。 

（４）将来に渡り、Ａケアカードを運用するために、法人化を検討すること。 

（５）法の定める範囲内で協議会により承認された場合で、患者（利用者）の健康改善・予防目的

の２次利用に関すること。 

（６）ブルーカードの利用に関しては浪速区医師会（病診連携委員会）に一任すること。 

（構成団体及び役員）  

第４条 協議会の構成団体は、浪速区医師会、浪速区歯科医師会、浪速区薬剤師会、浪速区内訪問

看護ステーション及び浪速区介護事業所機構とする。 

２ 協議会には、次の役員を置くこととする。  

会 長   １名  

副会長   ２名 

監 事   １名  

３ 会長は、協議会の互選により選出する。  

４ 副会長は、会長が指名する。 

５ 監事は、協議会において選任する。 

 

（任期）  

第５条 役員の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、当該役員が欠けた場合における補欠の

役員の任期は、前任者の残任期間とする。  

 

（職務）  

第６条 会長は、協議会を代表し、その業務を総括する。  

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。 

 

（協議会決定事項）  

第７条 協議会は、以下の事項について審議し、決定する。  

（１）規約及びＡケアカード運用方法の変更  

（２）事業計画及び事業報告  

（３）その他協讓会の運営に関する事項  

 

（協力団体） 

第８条 協議会は、Ａケアカード（ブルーカード含む）の普及・利用促進を図るため、連携を行う

協力団体を次のとおり置く。 

浪速区役所 



浪速区社会福祉協議会 

浪速区地域包括支援センター 

２ 協力団体は、必要があると認めるときは、協議会に出席して意見を述べることができる。 

 

（協議会の開催）  

第９条 会長は、協議会を毎年１回以上開催する。 

２ 構成団体の代表者および担当者をもって協議会とする。 

３ 協議会の議長は、会長が務める。  

４ 協議会の議決は、一構成団体が各１票の議決権を有し、（議決権を有する）過半数の団体代表

が協議会に出席し、出席議決権の過半数で決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。  

５ 会長は、必要に応じ構成団体及び協力団体に通知し、合同協議会を招集することができる。 

 

（総括責任者および運用委員会）  

第１０条 会長は、第３条の事業を達成するために、総括責任者を置くことができる。 

２ 総括責任者は、必要に応じ運用委員会を組織し、その構成員を指名することができる。  

総括責任者  １名 

副総括責任者 ２名 

 

（事務局）  

第１１条 協議会の事務局を大阪市浪速区日本橋５－２１－１５ 浪速区医師会に置く。  

２ 事務局は、会員登録状況及び患者（利用者）登録状況を適宜協議会に報告する。  

３ 事務局は、Ａケアカード運用にかかる経理を処理する。 

 

（監事による監査） 

第１２条 監事は、Ａケアカードの運用状況及び会計の状況を監査しなければならない。 

２ 監事は、前項に定めるほか、必要があると認めるときは、協議会に出席して監査報告や意見を

述べるものとする。 

 

（参与） 

第１３条 協議会に次のとおり参与を置く 

（１）浪速区長 

（２）浪速区保健福祉センター所長 

２ 会長が必要あると認めるとき、参与は協議会に出席して意見を述べることができる。 

 

（その他）  

第１４条 この規約に定めのない事項は、協議会の議決を経て会長が定める。ただし、協議会を招

集する暇がないときは、会長が決定し、次の協議会で承認を受けるものとする。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



附 則  

この規約は、平成２８年１０月１日から施行する 

 

附 則  

この規約は、平成３０年７月１１日から施行する 

 
附 則  

この規約は、平成３０年１０月１０日から施行する 

 

附 則  

この規約は、令和４年１月２６日から施行する 

 


